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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、国家の領域性（土地）と領域化された個人（生身の人間）にこだ
わり、人間的な結びつきを剥奪される個人の共同性の回復を、代表制民主主義の現代的再構築に見出すことにあ
る。この目的のため、土地から切り離された抽象的個人単位とする選挙制度、土地に根差した具体的まとまりを
単位とした地方自治制度、土地をめぐる国家と個人の相互関係に着目して研究を遂行した。その成果として、共
著『代表制民主主義を再考する―選挙をめぐる三つの問い』（ナカニシヤ出版、2017年）を刊行した。

研究成果の概要（英文）：The representative democracy is characterized by the ideal of political 
equality interpreted in terms as equal worth of citizens, regardless of the fact that citizenship is
 defined on the basis of residence in a particular geographical unit. The purpose of this research 
is to rebuild the representative democracy. The members, while pursuing their own projects in their 
respective disciplines, sought to reexmine the framework of the representative democracy by focusing
 and analyzing keywords: Land, Electoral system, autonomie. The main achievement is organaized in a 
book titled “Rebuilding Representative Democracy――Three Questions concerning Election” published
 in 2017 from NAKANISHIYA-Syuppan.

研究分野： 憲法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)最高裁は、従来は、「土地」に根差した（過
疎化）「地域」の「代表性」を示唆しながら、
「一票の較差」をおお目に見てきたが、近時、
あらゆる属性を切り捨てた抽象的存在であ
る個人を基本とする近代の論理を徹底し、
「一票の較差」を厳しく咎める立場に転じて
いる。 
(2)反面、東日本大震災は、「土地」に根差し
た生身の人間の現実生活上のまとまりがい
かに重要かを突きつけるものとなった。「土
地」とのつながりを志向する動向は、実態を
徹底的に捨象する近代法の論理がいわば悲
鳴を上げ、実態への視線の回復を求めるもの
と把握し得る。 
(3)近代の論理の徹底（「土地からの切断」）の
動きと、近代法の論理からの離脱（「土地へ
の接近」）の動きが同時に現れている。この 2
つの相矛盾する方向性の結節点に「土地」が
ある。近代法の論理は、実は「土地」と無関
連ではなく、それとの「結びつき」の上に構
築されていた。国民国家の領土というまとま
りで諸個人を「土地」に結びつけ、公的には
その境界内に一切の線引きを認めないが、私
的には個人に土地所有を認めてきた。その私
的所有が、「財産と教養」という要件として
公的機能を果たした。近代法の論理が出発点
において内包していた、「土地」に対する国
家の主権的(公的)支配を基盤とした個人の私
的所有、「土地」の私的所有を基盤とした個
人の公的政治参加という公私連関を掘り下
げることに、近代法をめぐる現在直面してい
る相矛盾する 2つの方向性を止揚する鍵が潜
んでいる。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、上記に述べた相矛盾する
方向性を止揚するべく、国家の領域性（「土
地」）と領域化された個人（生身の人間）に
こだわり、人間的な結びつきを剥奪される個
人の共同性の回復を、代表民主主義論の現代
的再構築に見出そうすることにある。この目
的のために着眼するのは、（ａ）「土地」から
切り離された抽象的個人を単位として「一人
一票」原則を志向する選挙制度、（ｂ）「土地」
に根差した現実生活上の具体的まとまりを
単位とした地方自治制度、（ｃ）「土地」をめ
ぐる国家と個人の相互関係（国家３要素の一
つである領土、私的所有権の対象である土
地）、の３点である。 
 
３．研究の方法 
(1)上記目的のため、①公法学・私法学・基礎
法学・政治学・歴史学にまたがる横断的・融
合的な研究手法を導入して、一方で近代法の
論理の徹底を、他方でその脱構築を、図る思
考ないし方法論を探求する。またこれを活用
する形で、➁代表民主主義をめぐる基本的観
念と具体的制度につき、包括的・一般的な視
点から考察を行うことで、種々の問題に対応

しうる包括的な制度設計論を提示する。その
上で、③各種の法領域・政治領域の個別問題
に一定の解決を与えうるような、実効性と一
貫性を備えた政策提言を試みる。 
(2)関係資料の収集、現地調査、研究会での研
究代表者・研究分担者間での情報・意見交換
を通じて、以下の三つの問いを抽出した。 
①代表制民主主義は、選挙を正統性の起点と
している。そこでの選挙という営みは、選挙
人個人にとっての意味と選挙区の選挙人団
にとっての意味とでは、異なるのだろうか。
「異なる」のであれば、それはどういう意味
においてｲなのか。②選挙区ごとに選挙人団
が確定され、議員が選出される。この仕組み
は、何に基づいてルール化され、何を実現し
ようとしているのか。③選挙区が領域性をも
った「土地」という地理的実在を基盤にして
いることは、「選挙」という営みに、何をも
たらしているのか。 
(3)上記問いに、各研究者がそれぞれの専門領
域を活かして独自の接近を試み、多角的に本
研究の主題への応答に努めた。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は、「５．主な発表論文等」
で掲げる諸業績に示される通りであるが、何
よりも、〔図書〕①に挙げた『代表制民主主
義を再考する―選挙をめぐる三つの問い』に
まとめられている。 
 以下に同書の内容を要約的に紹介する。 
 第Ⅰ部「選挙という営み」は、いわば総論
的な、只野・飯島の 2論文から構成されてい
る。 
(1)領域と代表（只野雅人） 
 個人代表主義を前提にしても，同じ領域に
暮らす人々の間に生まれるある種の共通性
があり得るのではないかと問題提起を行い、
「領域的利益の代表」あるいは「領域的利益
の考慮」の手法を整理し、多元化した社会で
は選挙過程を通じて「多元性」が合理化され
て政治過程に反映されることを論ずる。その
うえで，個人代表主義においても，「分散し，
分裂し，不安定」な形で存在する諸利益を、
それぞれの有権者が主体的に選択すること
を通じて再編しているとし，選挙に「共通性
を生み出す」意義が見出されうることを明ら
かにした。 
(2)選挙と投票（飯島淳子） 
「選挙」と「投票」を分節し、「公益の決定・
実現の仕組み」として、法形式ごとに選挙制
度・投票制度を類型化する。この「仕組み」
を「人権論的アプローチ」と「公務員の選定
としての側面からの組織論的アプローチ」か
ら分析し、後者から「組織編成にかかわる選
挙人団の自治ないし自律」の概念を導く。こ
の正統性の名において、「投票の価値の平等」
を問い直しうることを明らかにした。 
 第Ⅱ部「選挙区・議員・有権者」は、各論
的な問題を扱う。選挙区ごとに選挙人団が確
定され、議員が選出される過程での、「切断」



と「接近」の論理が抽出される。大山・稲葉・
糠塚・長谷川・河村（・伊藤）の 5論文から
構成される。 
(3)「地域代表」と選挙区制（大山礼子） 
 自治体の境界を尊重して設営される選挙
区制の日本における起源を帝国議会開設以
前までさかのぼり，その後の変遷を追う。こ
の「境界」への固執が，選挙区の現状におい
て投票価値の不平等と選挙区の歪みを生ん
でいることを明らかにした。問題状況に対処
するためには，現行制度にとらわれない相対
化する視点が重要であるとし，その 1例とし
て「地域代表の論理」ではなく，「議員と有
権者の距離の近さ」が論拠とされるべきであ
ることを提言した。 
(4)衆議院議員選挙区の区画基準に関する一
考察（稲葉馨） 
 2期にわたって（2004年 4月～2014年 4月）
衆議院議員選挙区画定審議会の委員を務め，
実際の区画作業にも参画するという貴重な
経験を踏まえて、区画基準を検討した。実際
の区画作業が「抜本改正」に至ることを妨げ
る足枷の存在を明らかにした。 
(5)《proximité》考―何を概念化するのか（糠
塚康江） 
「議員と有権者の距離の近さ」とは、フラン
ス語にいう《proximite》(近接性)を指す。
フ ラ ン ス に お け る 選 挙 改 革 論 議 で
《proximite》が論拠とされたことを確認し、
「議員と選挙人の〈つながり〉」が，「民意」
の構成に意義を見出す現代代表制論の熟議
（討議）民主主義的傾向と親和的であること
を明らかにした。 
(6)ホームレスと選挙権―土地から切り離さ
れた個人の同定について（長谷川貴陽史） 
 選挙人を特定の選挙区と対応させて同定
する指標が「住所」であるが、住所や土地と
切り離しても、個人の同定は可能である。「住
所」に固執することで住所をもちえない人の
選挙権をカテゴリカルに否定することは、政
治参加のプロセスから排除することである。
選挙権を付与するために同定することで，選
挙は社会的に排除された人々を包摂する機
能を果たすことを明らかにした。 
(7)代替不在者投票から考えるインターネッ
ト投票への道（河村和徳・伊藤裕顕） 
 土地と選挙の関係を大きく変容させるイ
ンターネット投票の実現に向け，代替不在者
投票制度、共通投票所の検討を行った。今後
この流れを加速するための条件を明らかに
した。その上で、「いつでもどこでも」の投
票という利便性の追求は，投票所に足を運ん
で投票するという行為がもたらす何かを失
わせないか、という問題提起を行った。 
 第Ⅲ部「選挙と領域」も各論的問題を扱う
が、この資格から展望される問題群の存在を
明らかにする、中島・小粥・牧原・小田中の
4論文から成る。 
(8)土地と自由、選挙権―序説（中島徹） 

 近代以降、土地と選挙権が制度的に交差す

る契機が作り出されたが，「森林法」や「入
会権」などの「前近代」が温存されたことが
注目される。それを「未完の近代」とみるか，
「自立的な個人」像の背後にある普遍的近代
の問い直しとみるのか。近代土地所有権の成
立と選挙権の交差から「近代」の位相を読み
解き，そこに個々人の新たな連帯の契機を見
出す試みを行った。 
(9)所有権のイメージ（小粥太郎） 
 人間との生活の拠点としての土地との結
びつきという観点から、土地のイメージの検
討を行った。民法の領域では、所有権が商品
のイメージをもっており、所有者と所有権の
対象との個別的つながりにそれほど関心が
払われていない。憲法領域の判例を一瞥して
も、民法領域の所有権イメージを覆す材料が
ないものの、所有者と所有権の対象とのつな
がりに注目する学説を参照することで、商品
性につきない所有権イメージの可能性があ
ることを明らかにした。 
(10)住民投票・空間・自治（牧原出） 
 広域の空間形成効果をもつ住民投票は、土
地と住民を結びつけ直す機能を帯びる。平成
大合併後の自治体には，住民の土地への帰属
意識に重層性が残存していたが，その後に行
われる住民投票は，新自治体の空間秩序を形
成する営みとなる。区域を超えた争点が区域
内の争点に移しかえられるのは，国の法律が
住民投票を規定していたからであった。最広
域団体である国の枠組が住民投票を促すと
いう関係にある。自治体内で、個人としての
住民を土地と再接続する住民投票の経験が
蓄積されることの意義を明らかにした。 
(11)現代フランスにおける「都市問題」の語
りかた―エロー県モンペリエ市セヴェンヌ
地区の事例（小田中直樹） 
 集住化現象によって生ずる都市問題を，
「アイデンティティの政治」で語ることは有
益である一面，通約不可能な性格を付与する
という副作用を伴う。解決策には文化的次元
だけでは不十分で，市場の論理が働いていた
ことからすれば，経済的次元での分析の深化
が必要となることを明らかにした。 
 第Ⅳ部「日本の問題状況」は、代表制民主
主義の前提となる立憲主義、あるいはそれを
考える政治文脈を論ずる、佐々木・樺島の 2
論文から構成されている。 
(12)〈国民が担う立憲主義〉に関する考察
（佐々木弘通） 
 立憲主義の考えによれば，憲法の名宛人は
公権力であり，公権力は憲法を守る義務を負
う。それに対して国民は，自らが作った憲法
を公権力に守らせることにコミットするも
のとされる。一方民主主義は，憲法の枠内（合
憲である範囲内）で，民意に基づいて政治（政
策選択）を行うことである。憲法の枠外（違
憲）の政策の選択は，通常の民主主義プロセ
スで違憲の政策選択を行うことを許さない。
公権力があえて違憲の政策選択を行う場合
に，立憲主義を担うのは国民であり民意であ



ることを論理的に明らかにした。 
(13)代表民主主義における理念と現実―現
代日本政治の思想と制度（樺島博志） 
 日本の政治理念の今日的主流は草の根の
市民の声を反映せず，政党の掲げる政策綱領
はそれを具現化していない。その因は，政治
理念を提唱する知識人サークルが，顔見知り
の構成員からなるムラ社会であることに求
められる。閉塞的な政治文化の中では，民主
過程の制度と価値の循環は望めない。制度に
携わる政治家や官僚，政治理念を担う知識人
こそが，閉じたムラを脱して，議論に開かれ
た社会の構築に取り組むべきだとする課題
を明らかにした。 
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